
令和8年4月
小学校新入学予定児童の健康診断案内
　来春、新入学を予定する児童の健康診断な
どを行います。対象の児童の保護者の方には、
9月中旬までに各小学校より通知します。
健康診断などの内容
・内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の各検査
・知能検査、言語の検査

令和7年国勢調査にご協力ください
●国勢調査は、令和7年10月1日現在、
日本に住んでいるすべての人・世帯
が対象です。
●9月中旬から、調査員が皆さんのお
宅を訪問し、調査書類を配布します。
●回答は、できる限りインターネットで
お願いします（郵送も可能です）。
●調査の結果は、災害備品の数量や、
コンビニ・スーパーなどの立地計画
に利用されるなど、身近なところで役
立てられます。
●調査員はその身分を証明する調査
証を携帯しています。詐欺や不信な
調査にご注意ください。

c企画DX課　☎388‐1113

福祉医療費受給者証（重度）
更新の手続きを
　福祉医療費受給者証（重度心身障がい者）を
お持ちの方は、9月30日で有効期限が満了とな
りますので、更新の手続きが必要です。

9月30日（火）
役場1階住民課で申請または郵送

※受給資格者により、持ち物が異なります。更新
案内をよくご確認ください。

※有効期限が9月30日までの精神障害者保健
福祉手帳をお持ちの方は、手帳更新後に福
祉医療費受給者証の更新も案内します。

a住民課　☎388‐1115

氏名のフリガナの通知を確認しよう
　本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り
仮名の通知」が住所地に郵送されます。本籍が笠松
町の方は、8月にハガキで通知しています。
　通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
　戸籍の振り仮名制度について、詳しくは次のホー
ムページをご確認ください。

c法務省コールセンター　☎0570‐05‐0310
c役場住民課　☎388‐1115

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。
　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。
　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いしま
す。この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合
がありますので、必ず届け出をしてください。
■届け出が必要なときとその届出書など

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。
c税務課　☎388‐1112

こんなとき 家屋の所有者

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

家屋を新築または増築したとき
（申告にあたっては家屋の評価を実施します）

家屋を建て替えるとき

家屋の全部または一部を取り壊したとき

家屋の用途を変更したとき
（例　店舗を住宅に変更など）

家屋が災害などの理由により滅失または損壊
したとき

未登記家屋の所有者を変更するとき

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です）

・家屋取壊届出書

・家屋取壊届出書

・家屋用途変更届出書

・家屋取壊届出書

・固定資産税減免申請書

・未登記家屋取得届出書

土地の所有者

・住宅用地認定申告書

・住宅建替中の土地に係る申告書

・住宅用地認定申告書

・被災住宅用地の特例適用申告書

実施場所
笠松小学校
松枝小学校
下羽栗小学校

日時（受付時間）
10月 3日（金）13：00
10月 2日（木）13：00
10月14日（火）12：40

※通知のあった学校で健康診断を受けられない
場合は、必ず教育委員会へ連絡してください。

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課
☎245‐1133

法務省ホームページ蜷 町ホームページ蜷

寄　　　　贈

〇岐阜信用金庫笠松支店
・ロボット掃除機（福祉健康センター）
　町では、ご趣旨に沿うように活用
させていただきます。

申請期限
申請方法

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

令和7年9月号
第1180号8 令和7年9月号

第1180号 9

C K C K


